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省エネ家電製品買換え促進補助金登録店舗登録申請書
　下妻市省エネ家電製品買換え促進補助金交付要綱第１３条第１項の規定により、下記のとおり登録店舗の登録を申請します。

　なお、登録に当たっては、下記の事項を遵守することを誓約します。
記
１　登録店舗の情報
	店舗名称
	

	店舗所在地
	

	電話番号
	

	本補助事業担当者氏名
	

	メールアドレス
	


２　遵守事項
　(1)　下妻市省エネ家電製品買換え促進補助金交付要綱（以下「要綱」という。）の内容を十分に理解し、公の事業であることを常に念頭において、省エネ家電製品の販売及び設置を行います。

　(2)　要綱第２条第１号に規定する省エネ家電製品（統一省エネラベルの多段階評価点において星２以上の評価である冷蔵庫又はエアコン）のみを補助対象として取り扱います。

　(3)　省エネ家電製品買換え促進補助金の交付を希望する市民（以下「利用者」という。）が来店した際は、当該補助金の申請手続の支援を行い、申請が円滑に進むよう協力します。

　(4)　利用者から補助金交付券を受け取った場合は、本体価格、附属品の価格及び設置費の総額（店舗独自の値引き又は他の助成金等による減額がある場合は、その値引き又は減額分を差し引いたもの）から、補助金の額（３万円）を差し引いた額を利用者に請求します。

　(5)　利用者が所有している買換え前の冷蔵庫又はエアコンを、特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）に基づき適正に処分します。

　(6)　要綱第９条の規定に基づき、補助金の交付に係る省エネ家電製品を設置したときは、当該設置を行った月の末日までに受け取った補助金交付券を取りまとめ、翌月５日までに省エネ家電製品登録店舗実績報告書兼請求書（様式第５号）及び必要書類を市長に提出します。

　(7)　この事業に係る業務の遂行に当たって取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等に基づき厳格に取り扱うとともに、個人情報を漏えい、毀損等をし、市又は利用者その他の第三者に損害を与えたときは、賠償義務を負います。

　(8)　従業員に対し、上記の事項の遵守を徹底させます。

